
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に

つ
い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣
裁
定

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に
つ
い

て
（
昭
和
四
十
四
年
文
部
大
臣
裁
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

１
～
３

［
略
］

１
～
３

［
同
上
］

４

令
第
三
条
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭

４

令
第
三
条
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
二
五
二
条
の
一
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（

カ
に
お

和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
二
五
二
条
の
一
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（

ス
に
お

10

10

い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
教
育
委
員
会
が
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く

い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
教
育
委
員
会
が
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く

は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
複
数
の
教

は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
複
数
の
教

頭
及
び
教
諭
等
の
協
力
に
よ
る
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、

頭
及
び
教
諭
等
の
協
力
に
よ
る
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、

小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お

小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お

い
て
行
わ
れ
る
少
数
の
児
童
又
は
生
徒
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
集
団
を
単
位
と
し
た
指

い
て
行
わ
れ
る
少
数
の
児
童
又
は
生
徒
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
集
団
を
単
位
と
し
た
指

導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期

導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期

課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
選
択
教

課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
選
択
教

科
の
数
及
び
授
業
時
数
並
び
に
当
該
選
択
教
科
の
履
修
に
係
る
生
徒
の
数
、
小
学
校

科
の
数
及
び
授
業
時
数
並
び
に
当
該
選
択
教
科
の
履
修
に
係
る
生
徒
の
数
、
小
学
校

（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
専
門
的
な
知
識
又

（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
専
門
的
な
知
識
又

は
技
能
に
係
る
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
な
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
の
数

は
技
能
に
係
る
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
な
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
の
数

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
教
頭
及
び
教
諭
等
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
を
必

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
教
頭
及
び
教
諭
等
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
を
必

要
と
す
る
と
認
め
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数

要
と
す
る
と
認
め
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数

と
す
る
。

と
す
る
。

５
～
９

［
略
］

５
～
９

［
同
上
］

令
第
七
条
第
六
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
研
究
は
、
次
に
掲
げ
る
要
項
等
に

令
第
七
条
第
六
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
研
究
は
、
次
に
掲
げ
る
要
項
等
に

10

10

基
づ
き
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
研
究
と
す
る
。

基
づ
き
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
研
究
と
す
る
。

ア
・
イ

［
略
］

ア
・
イ

［
同
上
］

ウ

教
育
課
程
実
践
検
証
協
力
校
事
業
実
施
要
項

［
号
を
加
え
る
。
］

エ

［
略
］

ウ

［
同
上
］

オ

［
略
］

エ

［
同
上
］

カ

［
略
］

オ

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

11

11

［
項
を
削
る
。
］

令
第
一
○
条
第
三
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
非
常
勤
の
講
師
は
、
「
新
た
な

12
雇
用
対
策
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
○
年
一
二
月
九
日
新
た
な
雇
用
対
策
に
関
す
る
関

係
閣
僚
会
議
決
定
）
に
お
け
る
緊
急
雇
用
創
出
事
業
交
付
金
の
対
象
事
業
に
お
い
て

採
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

１

こ
の
定
め
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法

律
第
一
四
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職

員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
三
年
法
律
第
一
一
六
号
）
第
三
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
特
別
の
事

情
が
あ
る
小
学
校
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
学
校
に
在
学
す
る
児
童
の
数
を
基
礎
と
し
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
に
基
づ
き
算
定
し
た
当
該
学
校
の
学
級
の
数
が
、
当

該
学
校
が
同
日
現
在
に
お
い
て
保
有
す
る
普
通
教
室
の
数
（
当
該
学
校
の
特
別
教
室
の
数
が
公
立
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
金

等
に
関
す
る
関
係
法
令
等
の
運
用
細
目
（
平
成
一
八
年
文
部
科
学
大
臣
裁
定
）
第
一
の
三
八
に
定
め
る
特
別
教
室
の
数
の
基

準
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
を
超
え
る
特
別
教
室
の
数
を
含
む
。
）
を
超
え
、
か
つ
、
当
該
超
過
分
に
充
て

る
た
め
の
そ
の
他
の
適
切
な
施
設
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
小
学
校
（
第
二
学
年
に
限
る
。
）
と
す
る
。

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
の
数

同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

三
五
人
（
第
三
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
の
児
童
で
編
制
す
る
学



級
に
あ
っ
て
は
、
四
〇
人
）

二
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

一
六
人
（
第
一
学
年
の
児
童
を
含
む
学
級
に
あ
っ
て
は
、
八
人
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
六
号
）
第
八
一

八
人

条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級

３

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に
つ

い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
平
成
二
九
年
文
部
科
学
大
臣
裁
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
こ
の
定
め
」
を
「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に

基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
令
和
三
年
文
部
科
学
大
臣
裁
定
）
」
に
改
め
る
。

４

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に
つ

い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
令
和
二
年
文
部
科
学
大
臣
裁
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。


